
仕 様 書 
１．修繕件名  クリーンスパ市川源泉配管盛替修繕

２．修繕場所 市川市上妙典１５５４番地 クリーンスパ市川 

３．修繕概要 クリーンスパ市川において、源泉配管が経年により配管内の詰まりが進

行しているため配管を更新するもの 

４．修繕期間 令和８年４月２４日 から 令和８年５月２２日まで 

５．修繕内容 

(1)本修繕における修繕内容は、次のとおりとする。

1)配管アイソメ図      別紙参照 

2)施工内容

名称 摘要 数量 

ピット内配管 50A、HIVP管 HIVP:66m 

ピット外配管 

(機械室) 

50A、HIVP管・HTVP管 HIVP:19.04m 

HTVP:3.1m 

配管支持材 SS400、どぶめっき仕上げ 

(Uバンド・ボルト・ナット共) 

6組 

ダイヤフラム弁 PVC製、50A JIS10KF接続 2台 

発生材処分 マニュフェスト提出 一式 

その他 雑材消耗品等 一式 

６． 適応法令及び規格 

労働安全衛生法、労働安全衛生法施行令、労働安全衛生規則、日本産業規格その

他関係法令及び規格を遵守すること。 

７． 留意事項 

(1) 修繕に際しては、安全に留意し十分な危険防止処置を施し無事故・無災害に努め

ること。

(2) 発生材及び産業廃棄物は受注者が責任をもって適正に処理するものとし、産業廃

棄物管理票（マニフェスト伝票）を発行した場合にはＤ票（写し）の提出までを

もって処分完了の証明とすることができる。（Ｅ票も提出すること）。

(3) 修繕にあたり漏水が無いことを、通水運転を行い確認すること。

(4) 新設配管に対して振れやたわみが生じないように支持材を設けること。



８． 提出書類 

(1)着手届 

(2)報告書（作業写真含む） 

(3)完了届 

(4)その他 

 

９． 一般事項 

(1) 全ての作業は、本仕様書によって実施するものとする。 

(2) 本修繕に係る者は、熟練した技術者でなければならない。 

(3) 本修繕に使用する全ての機材及び消耗品は、受注者の負担とする。 

(4) 敷地内は全面禁煙であり、駐車車両内であっても禁煙してはならない。 

 

１０． 施工条件 

(1) 作業日及び作業時間は、クリーンスパ市川の連続休館日(５/１１(月)～５/１５

(金))とすること。 

(2) 本修繕を行うために必要な資材置場・作業所等は、無償貸与とする。ただし、場

所・移動・期間等については市監督職員と協議し決定する。 

(3)修繕内容に変更が生じる場合には、事前に市監督職員と協議し実施すること。 

(4)修繕に起因して不具合が発生した場合には、作業をすみやかに中止し市監督職員

に報告すると共に受注者の責任において復旧すること。 

(5)仕様書、契約書等に明記されていない事項については、市監督職員と協議し決定

する。 

(6)修繕にあたり、一時的に装置の機能を停止する場合は、事前に市監督職員と協議

し決定する。 

 

１１．写  真 

  修繕に際して施工前・施工中・施工後の写真を撮影し、報告書と共に提出するこ

と。写真は不可視部分を撮影するものとし、修繕が適切であることを証明できるも

のとすること。また、監督職員による納品検査等の写真も撮影すること。 

 

１２．検 査 

施工期間内に完成届と共に全ての書類が提出された日から１０日以内に完了検

査を受けなければならない。（指摘事項がある場合は速やかに対応すること） 

 

 

 



１３．保  証 

  検査終了後、契約内容不適合にかかる担保期間において請負者の製作、据付けに

起因する不具合が生じた場合は、速やかに無償で修理または取替えを行わなければ

ならない。 




